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晴海選手村地区 水素導管供給事業について

⚫ 晴海選手村地区にて、今年度末より水素導管供給事業が開始予定。ガス事業法に基づき、今後晴
海エコエネルギー（株）の小売登録申請がなされる見込み。

⚫ そのためガス安全小委において、水素導管供給に係る保安の検討が進められてきた。
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【参考】ガス小売事業者による水素の直接利用事例

⚫ ガス事業者による水素の導管供給に向けた取組みが進められているが、いずれも水素
専用の小売導管による供給。

HARUMI FLAGでの水素供給みなとアクルス(再開発地区)での水素供給

⚫ 東京ガスは、2023年下期よりHARUMI FLAG
（晴海選手村地区を含む。）での水素供給を開始
予定。

⚫ 日本初のガス事業法を適用した水素供給事業で
あり、約１kmの水素パイプラインを敷設し、純水素型
燃料電池での水素直接利用を予定。

出典：第2回東京グリーン水素ラウンドテーブル 東京ガス株式会社説明資料より抜粋

⚫ 名古屋市と東邦ガスが進める脱炭素先行地域に
おいて、街区内への水素供給を予定。

第二期開発

水素ステーション

出典：業界団体等へのヒアリングにより作成 2

第26回ガス事業制度WG
（2023年2月8日）資料3



3

晴海選手村地区 水素導管供給事業について

⚫ 熱量測定については、水素熱量測定検討委員会(※1)において検討が行われ、「従前の熱量及び
燃焼性の測定以外の測定方法の検討が必要であり、その代替措置としてカナリア成分分析(※2)

により水素純度が一定以上であることを常時監視する方法を検証し、当該分析により供給水
素の安定性は担保できる」との結論が報告された。

※1（一財）日本ガス機器検査協会に設置

※2特定の物質の濃度を監視することで全体の不純物の濃度を管理する方法 第25回ガス安全小委員会
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関係法令の見直しに伴う影響について

⚫ 本報告を受け、今後関係法令の見直しが行われる見込み。

⚫ なお、熱量に関してはガス事業法施行規則において、ガス小売契約を締結する際に需
要家に対して説明すべき事項として規定されており、熱量の安定性について十分な説
明を行わないことにより、需要家の利益を損なうことも想定されるため、熱量測定に係る
法令の見直しは事業規制の観点からも留意が必要。

⚫ 但し、本成分分析は、供給するガスの品質を管理するものであり、需要家への説明義
務に関して影響を及ぼすことは無く、事業規制の観点からも問題無いと考えている。
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